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Ⅰ 基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

 日本が本格的な人口減少の時代を迎え、江別市においても平成１７（２００５）年を

ピークに人口が減少し、少子高齢化も確実に進行しています。 

  また、経済のグローバル化や、経済・雇用環境の悪化、東日本大震災を契機とした安

全・安心や地球温暖化による環境問題への関心が高まる一方で、地方分権による権限移

譲の進展、厳しさを増す財政運営など、江別市を取り巻く社会情勢は大きく変化してき

ています。 

  第５次江別市総合計画までは、計画の期間内で実施すべき事業を明確にして取り組ん

できましたが、こうした社会情勢の変化に対応していくためには、総合計画で具体的な

施策や事業を網羅することを見直すべき時期にきています。 

  このため、「えべつ未来づくりビジョン（第６次江別市総合計画）」では、江別市が

めざすまちの姿とそのまちの姿を実現するための基本方向を示します。 

そして、具体的な施策や事業などは、様々な分野で定める個別計画などに位置付けて、

総合計画との整合を図りながら取り組んでいくことで、常に社会情勢の変化を踏まえて

柔軟に対応できるようにします。 

  また、本計画は、平成２１（２００９）年に「江別市自治基本条例」を制定してから

初めて策定する総合計画となることから、その推進に当たっては、条例の理念に基づき、

市民参加によって市民と行政が認識を一つにして協働で取り組んでいきます。 

２ 計画の構成 

  本計画は、「えべつまちづくり未来構想」と「えべつ未来戦略」で構成します。 

 「えべつまちづくり未来構想」では、江別市のまちづくりの基本理念や、めざす１０

年後の将来都市像、そしてそれを実現していくために必要な手立てである「まちづくり

政策」を示します。 

  「えべつ未来戦略」では、江別市の持つ特性や優位性を活かして、まちの魅力を高め

ていくことにつながるテーマを設定し、そのテーマを実現するために必要な手立てを「ま

ちづくり政策」の中から選択し、重点的・集中的に取り組んでいくことを具体的に示し

ます。 

  また、様々な分野ごとに具体的な施策や事業を定めた個別計画を、総合計画の方針に

あわせて推進することで、めざすまちの姿に向けて取り組んでいきます。 

さらに、総合計画と個別計画に基づいた具体的な取組を定める「施策展開方針」を組

織ごとに策定して推進するとともに、毎年度、ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サ

イクルにより見直していきます。 

３ 計画の期間 

  本計画の期間は、平成２６（２０１４）年度から１０年間とし、えべつまちづくり未

来構想は、５年後を目途に見直しを検討するとともに、えべつ未来戦略は、社会情勢の

変化に柔軟に対応し、その効果を高めていくため、必要に応じて随時見直しを行ってい

きます。 
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Ⅱ えべつまちづくり未来構想 

１ 江別市を取り巻く社会動向 

（１）人口 －人口減少社会へ－ 

   日本の総人口は、平成２２（２０１０）年国勢調査によると、平成１７（２００５）

年からほぼ横ばいとなっていますが、北海道を含む３８道府県で減少しており、東京

都などへの集中が進んだ結果、北海道などの多くの地方では、人口減少が加速してい

ます。 

平均寿命が高く推移している一方で、出生数（合計特殊出生率）が低い水準で数年

続いてきたことから、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、長期的に人口

の減少が進むとされています。 

また、平成２２（２０１０）年の人口のうち６５歳以上の人口が２３．０％とほぼ

４人に１人が高齢者となっており、今後、一層の少子・高齢化、そして１５歳から６

４歳までの生産年齢人口の減少がさらに進むことが見込まれます。 

（２）世帯 －世帯人数の減少－ 

   平成２２（２０１０）年の日本全体の一般世帯構成では、単独世帯が３２．４％で

最も多く、３世帯に１世帯が、ひとり住まいとなっています。 

高齢化が進む中で、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加が見込まれます。 

（３）経済 －景気の低迷－ 

   日本の経済は、バブル経済崩壊後、平成１４（２００２）年から平成２１（２００

９）年までの「いざなみ景気」といわれる戦後最長とされる緩やかな景気拡大が続い

てきました。しかし、平成２０（２００８）年秋以降、米国に端を発したリーマン・

ショックと呼ばれる金融不安の拡大が引き金となり、これまで経験したことのない世

界同時不況に直面しました。また、平成２３（２０１１）年には、東日本大震災やタ

イの洪水等により、世界各国で経済活動が停滞する事態に陥りました。 

長期にわたって経済が低迷したため、雇用情勢や所得水準の状況は厳しく、中国な

どアジアを中心とした新興国の目覚ましい経済発展もあることから、景気回復へ向か

うことが期待される一方で、日本経済は依然として先行きが不透明な状況にあります。 

また、日本の全就業者数は、平成２２（２０１０）年には５，９６１万人で、平成

１７（２００５）年と比較すると、５年間で１９２万人の減少となっています。さら

に、単に就業者数だけでなく、雇用形態としての派遣社員等の非正規雇用の比率の増

大も近年の特徴となっています。 

（４）地方分権 －自主・自立の自治体経営－ 

   平成１２（２０００）年の地方分権改革以来、中央から地方へという地方分権の流

れが本格化し、税源移譲や交付税・補助金の見直しなどが進んできました。 

また、平成２３（２０１１）年の第１次・第２次一括法の施行により、国からの義

務付け・枠付けの見直しや条例制定権の拡大、自治体等への権限移譲が進むことにな

りました。 
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今後は、国の指導による画一的な行政運営ではなく、各自治体が地域の特性を活か

したまちづくりを進めていくとともに、自主的・自立的な自治体経営を行うことが求

められています。 

そのため、各自治体では、限られた財源の中で地域自らの主体性と責任において行

政課題に取り組む重要性がより高まってきています。 

（５）環境 －自然・環境との共生－ 

経済の発展と生活水準の向上は、膨大なエネルギーと資源の消費によって支えられ

てきました。その結果、地球の温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨など人類の生存基盤

に深刻な影響を与える地球規模での環境問題が顕在化し、今や環境問題は世界的に取

り組まなければならない大きな課題となっています。 

環境問題に対する意識の高まりの中、市民一人ひとりが、自然環境と共生する視点

に立って生活様式などについて工夫を重ね、再生可能エネルギーの推進など自然への

負荷の少ないまちづくりをめざすことが求められています。 

（６）市民協働 －市民主体のまちづくり－ 

   日本では、行政に対する市民ニーズの多様化が進み、よりきめ細かな質の高い公共

サービスが求められています。行政が中心となって担ってきた公共サービスを、まち

づくりの主役であるすべての市民が互いに手を取り合って、それぞれの得意分野を活

かして担っていくことが、まちを発展させるための大きな活力となります。 

このため、公共サービスを行政だけでなく、自治会やＮＰＯ、ボランティア等の市

民活動団体に加え、民間企業等の多様な主体が担うといった「新しい公共」の考え方

が浸透してきています。平成２２（２０１０）年には、内閣府の「新しい公共」円卓

会議で、「新しい公共」宣言が決定され、「支え合いと活気のある社会」をつくるた

めに、市民活動団体や企業、政府（行政）が一定のルールに基づき、それぞれの役割

を持って参加し、協働するという考え方が示されました。 

内閣府の社会意識調査によると、市民協働を活用した公共サービスの展開について

は、６５．０％の方が活用していくべきと考えており、社会活動等への市民の参画意

識については、６７．３％の方が社会の一員として何か社会のために役立ちたいと思

っています。 

今後は、市民、自治会、市民活動団体、企業、大学、行政などが、それぞれの役割

と責務を理解し、互いに尊重しながら協力して取り組む「協働」をキーワードに、多

様な主体や様々な世代が連携する仕組みづくりや活動支援などの取組を強化し、市民

が愛着を感じるまちづくりを進めていくことが重要になっています。 

（７）安全・安心 －様々な災害への備え－ 

平成２３（２０１１）年３月１１日の東日本大震災は、東北地方を中心に、死者、

行方不明者が１８，５００人を超える未曽有の大災害となりました。その犠牲者の多

くが津波によるもので、避難が行われていれば、助かった可能性もあり、防災訓練や

市民意識等のソフト面で大きな教訓を残しました。 

また、避難生活では、民間企業やボランティア団体などの活躍もあり、平成７（１

９９５）年の阪神・淡路大震災と比較して迅速な支援が行われた部分もありますが、
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被災者の生活再建の支援方法や、避難所への情報の伝達方法等の新たな課題も見つか

りました。 

東日本大震災以降、防災に関するハード、ソフトの両面について、市民の安全・安

心への意識は高まっており、防災への備えや発生時の対応のあり方について見直しが

必要となっています。 

２ 江別市の現状  

（１）人口の推移 

   江別市の人口は、国勢調査によると平成１７（２００５）年の１２５，６０１人を

ピークに平成２２（２０１０）年には減少に転じ、１２３，７２２人となっています。 

   将来人口推計では、今後も緩やかな減少傾向を示し、平成３０（２０１８）年には、

１２万人を下回り、平成３５（２０２３）年には、約１１万５千人になると予想され

ます。 

   年齢別にみると、平成３５（２０２３）年には、１４歳以下の年少人口が、全体の

１０％を下回るとともに、６５歳以上の高齢者人口が３５％を上回る見込みです。 

   一方、生産年齢人口は、平成２２（２０１０）年との比較で１７，４２０人（２１．

３％）減となり、今後も減少が予想されます。 

   平成１２（２０００）年から平成２２（２０１０）年までの国勢調査の結果を年齢

別の人口構成の推移でみると、江別市の傾向としては、２０歳前後の人口がこの１０

年間で大きく減少しており、市内に居住する大学生の減少が関係していると考えられ

ます。 

   また、２５歳前後の年齢層で一気に人口が減少する傾向にあり、大学等の卒業や就

職等を機に市外へ転出している状況が分かります。 

そして、３０歳代の人口が増加していることから、子育て世代が市内へ転入してい

ると考えられます。 

   人口構成における平成２２（２０１０）年の６０歳前後の大きな山が、年月の経過

とともに高年齢の方向に動いていくため、６５歳以上の高齢者人口が、今後ますます

多くなることが予想されます。 

（２）土地利用 

   地目別の土地面積の推移をみると、平成２３（２０１１）年は、平成１１（１９９

９）年と比較して宅地はわずかに増加し、畑が７．１２平方キロメートル増加してい

る一方で、田は９．６０平方キロメートル減少しています。 

   また、用途地域別の面積の推移では、平成２２（２０１０）年は、平成１１（１９

９９）年と比較して住居系地域がわずかに増加し、商業系地域、工業系地域には大き

な変化がありません。 

（３）産業 

① 農業 

    江別市は、北海道最大の都市である札幌市に隣接している立地を活かした都市型

農業を推進しており、稲作、畑作、酪農、肉用牛の飼養、施設園芸など多彩な農業

を展開しています。 
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    少子高齢化や農地集積等により農家戸数は減少傾向にありますが、農業生産法人

数は増加傾向にあり、より生産性の高い農業経営をめざしています。また、市場で

付加価値の高い農産物の作付面積や家畜の飼養頭数等を増やすことで、新たな需要

の拡大や市場での競争力を高めています。 

  ② 製造業 

    リーマン・ショック等グローバル経済の影響で、景気は依然として先行きが不透

明な状況となっており、製造品出荷額等は近年減少傾向にあります。 

    製造業は、歴史的に紙・パルプ等をはじめ食料品、窯業・土石製品製造業が三大

主要産業として発展してきており、平成２２（２０１０）年の製造品出荷額は全体

の７４．９％を占めています。 

  ③ 商業 

    商業年間販売額は、中心市街地への大型店舗や郊外型大型店舗の進出で、大きく

伸びた時期もありましたが、全国規模の大型店舗進出による卸売業を介さない流通

形態の増加などにより減少傾向にあります。 

また、観光入込客数は、平成２０（２００８）年のリーマン・ショックや平成２３

（２０１１）年の東日本大震災等の影響もあり、平成２３（２０１１）年に減少して

います。 

（４）行財政運営の状況 

   江別市の平成元（１９８９）年度からの普通会計の歳入歳出決算額の推移をみると、

人口増加に伴う社会基盤整備やバブル経済崩壊後の国の経済対策に合わせた各種公共

事業の実施により、平成１３（２００１）年度までは歳入・歳出とも増加を続けまし

たが、平成１４（２００２）年度以降は、事業の終了や投資的経費の抑制等により減

少に転じています。なお、平成２１（２００９）年度は大規模な景気対策、平成２２

（２０１０）年度は土地開発公社の解散に伴う用地取得などにより増加しましたが、

平成２３（２０１１）年度はそれ以前の水準に戻っています。 

普通会計の歳入では、市税と地方交付税が、歳入の半分以上を占めています。これら

の収入は、国などから使途の制約を受けずに使い方を独自に決めることができる「一般

財源」の中心となるものですが、景気の低迷により市税収入の増加は見込めない状況に

あるほか、国の財政再建による地方交付税への影響も注視していかなければなりません。 

歳出は、少子高齢化の進行や景気の低迷などにより、生活保護費や各種手当等の扶助

費が増加しており、また、物件費も業務委託等により、近年増加傾向にあります。 

なお、市債の残高は、人口の伸びに伴う必要な社会資本の整備のため、平成１５（２

００３）年頃まで増加していましたが、近年は減少しています。 

今後も、歳入規模に見合った歳出構造となるよう引き続き行財政改革に取り組み、持

続可能な行財政運営に努めていく必要があります。 

（５）市民参加・市民協働 

平成２１（２００９）年に施行された「江別市自治基本条例」が、所期の目的を達成

しているかどうかを検討するため、平成２４（２０１２）年５月に市民５，０００人を

対象として「自治基本条例アンケート」を実施しました。また、第５次江別市総合計画

の進行管理に当たっては、市民５，０００人を対象として「まちづくり市民アンケート」
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を実施しており、最近では、平成２５（２０１３）年５月に実施しました。 

その結果、「江別市自治基本条例」の内容を知らない（「名前は聞いたことがある」、

「まったく知らない」）人が、回答者の９０％近くいることが分かりました。また、ボ

ランティア、ＮＰＯ・市民活動団体の活動に「参加している」市民の割合は、１０．１％

と低いことから、まちづくりに関する市民参加・市民協働の気運が高まっているとは言

えない状況です。 

３  めざすまちの姿 

（１）まちづくりの基本理念 

江別市を取り巻く状況は、経済や社会の情勢により大きく変わってきていますが、い

つの時代においても、そこに暮らしているすべての市民が幸せになることが、まちづく

りで一番大切です。 

１０年後の江別市では、高齢化率が３５％を上回ることが予想されます。高齢化率が

２１％を超えた超高齢社会であっても、すべての市民が快適に暮らせるまちづくりが求

められます。また、同時に、生産年齢人口や年少人口の減少により、産業を支える人口

や江別市の将来を担う子どもたちが減ることから、まちの活力にとっては大きな痛手と

なるため、その対応は、喫緊の課題となっています。 

このため、市民が暮らしやすくいつまでも住み続けたいと思えるまちづくり、また、

江別市に住んでいない人でも住んでみたいと思えるようなまちづくりを基本に取り組

んでいくこととし、基本理念として、「安心して暮らせるまち」、「活力のあるまち」、

「子育て応援のまち」、「環境にやさしいまち」の四つの柱を掲げます。 

そして、これらは、江別市に暮らす市民一人ひとりの協力がなくては実現できません。

市民、自治会、市民活動団体、企業、大学、行政など多様な主体や様々な世代が、それ

ぞれの役割と責任を理解し、互いに尊重しながら協力して地域課題に取り組む「協働の

まちづくり」が、この基本理念の根幹にあります。 

①  安心して暮らせるまち 

子どもから高齢者まで、あらゆる人が健康的に安心して暮らせるように、福祉・保

健・医療サービスを充実するとともに、地域防災力の向上を図り、生活する上での様々

な不安を解消して安全・安心を確保することをめざします。 

② 活力のあるまち 

人がいきいきと暮らす活気あふれるまちとなるように、市民の暮らしを支える農業

や商工業などの江別市の産業を活性化するとともに、生きがいや心の豊かさを育む文

化やスポーツ活動などを充実し、まちににぎわいや活力を生み出していくことをめざ

します。 

③ 子育て応援のまち 

江別市の未来を担う子どもたちが健やかに成長できるように、子育て支援や教育内

容などの充実を図ることで、子どもを産み育てる魅力あふれるまちをめざします。 

④ 環境にやさしいまち 

江別市の豊かな自然を次代に引き継いでいけるように、再生可能エネルギーの推進

やごみの資源化を推進するとともに、野幌森林公園や石狩川などの自然環境と触れ合

うことにより、人と自然が共生するまちをめざします。 
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（２）めざす１０年後の将来都市像 「みんなでつくる未来のまち えべつ」 

   これからの人口減少時代にあっても、まちづくりの基本理念に基づき、誰もが暮ら

しやすいまち、そして、住んでみたいと思ってもらえる魅力あるまちをめざして、江

別市に関わるすべての人や団体が協力して、みんなで未来に向かってまちづくりを進

めていきます。 

（３）将来人口の考え方 

   人口減少と少子高齢化は、日本全体の大きな課題であり、江別市においても推計で 

平成３５（２０２３）年には、平成２２（２０１０）年の１２３，７２２人から９千

人近く減少して、約１１万５千人となり、少子高齢化もさらに進行すると見込まれま

す。 

このため、これからは成長を前提にして社会資本を郊外へ広げる「拡大型のまちづ

くり」ではなく、日常生活に必要なサービスが身近にあり、暮らしやすさや豊かさを

実感できる「駅を中心とした集約型のまちづくり」による持続可能なまちをめざして

いきます。 

１０年後の人口については、江別市が持つ特性や優位性を最大限に活かした戦略的

な取組を展開して、これからの江別市の元気を支えていく子育て世代を中心とした生

産年齢人口の転入を促進するとともに、定住環境を高めることにより、推計人口より

も多い、現在の人口規模を維持することをめざします。 

（４）都市づくり 

① 産業を活性化させるための基盤の充実 

江別市には、北海道を縦断する高速自動車道の東西２か所のインターチェンジや道

内の主要都市と結ばれている国道などの広域幹線道路があります。また、大消費地の

札幌市に隣接していることや雇用の確保が容易であることなどから、産業活動の拠点

としての潜在的な能力を江別市は持っています。 

そのため、江別市を支える産業全体が今後ますます活性化するように、子育て・教

育環境や健康・福祉環境など、産業に従事する人々を取り巻く生活基盤の総合的な充

実を図ります。併せて、インターチェンジ周辺などでは、周囲の環境と調和を図りつ

つ、地域の特性を活かした土地利用の検討を進めます。また、農村地区については、

生産性を高めるために優良農地の保全と有効利用を図るとともに、農村地区が持つ豊

かな環境を観光に活かした利用も進めていきます。 

   ② 江別市の利点を活かしたライフスタイルに応じたまちづくり 

    江別市からＪＲを利用すると札幌市の中心部まで短時間で行くことができます。

この交通上の利点を活かし、自家用車に過度に依存することなく、高齢者をはじめ

として誰もが活動しやすく、快適に生活できるように、駅周辺に生活機能を集約化

するなど、利便性の高い市街地の形成を進めていきます。 

また、まちの周辺部には豊かな自然が広がっており、緑に囲まれた静かな居住環境

を求めて、まちの中心部から離れた地区で暮らしている市民がいます。そこで、一人

ひとりのライフスタイルを尊重し、駅を中心とした拠点とその他の地区との間で、そ

れぞれの特性や既存の都市機能を有効に結び付けて、誰もが暮らしやすさや豊かさを
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実感できるようなまちづくりをめざしていきます。 

４ まちづくり政策 

  まちづくりを進めるために、分野別の九つの政策とそれぞれの取組の基本方針を定め 

、具体的な事業の実施計画は、個別計画や部局別の施策展開方針等へ委ね、社会情勢等

に柔軟に対応しながら事業を推進していきます。 

なお、江別市のまちの魅力を高めるために実施する重点的な取組は、「えべつ未来戦

略」によって組織横断的・集中的に推進していきます。 

政 策 取組の基本方針 

０１ 自然・環境 ０１ 人と自然の共生 

（１）地球環境の保全 

（２）水と緑の保全 

（３）安全な地域環境の保全 

（４）再生可能エネルギーの推進 

（５）環境教育・学習の推進 

０２ 循環型社会の形成 

（１）ごみの減量化と適正な処理の推進 

（２）ごみ資源化の推進 

０２ 産業 ０１ 都市型農業の推進 

（１）農業経営の安定化 

（２）農畜産物の高付加価値化 

（３）次代へ引き継ぐ農村環境づくり 

（４）地産地消の推進 

０２ 商工業の振興 

（１）食関連産業の振興 

（２）産学官連携による新たな技術開発 

（３）企業立地の促進 

（４）中小企業の経営の充実 

（５）商店街の活性化 

（６）就業環境の充実 

０３ 観光による産業の振興 

（１）地域資源の発掘と活用 

（２）観光・イベント情報の発信 

（３）江別ブランドの確立 
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政 策 取組の基本方針 

０３ 福祉・保健・医療 ０１ 地域福祉の充実 

（１）地域福祉活動の推進 

（２）福祉意識の向上と人材の確保 

０２ 健康づくりの推進と地域医療の安定 

（１）健康増進活動の推進 

（２）疾病予防・重症化予防の促進 

（３）地域医療体制と市立病院経営の安定 

０３ 障がい者福祉の充実 

（１）自立的な社会参加の促進 

（２）地域生活への支援 

（３）日常生活への支援 

（４）日中活動・就労への支援 

０４ 高齢者福祉の充実 

（１）地域交流と社会参加の促進 

（２）介護予防と自立生活の支援 

（３）在宅福祉サービスの充実 

（４）施設サービス機能の充実 

０５ 安定した社会保障制度運営の推進 

（１）生活困窮者への支援 

（２）国民年金制度の啓発 

（３）国民健康保険制度の安定 

（４）後期高齢者医療制度の安定 

０４ 安全・安心 ０１ 安全な暮らしの確保 

（１）交通安全の推進 

（２）防犯活動の推進 

（３）市民相談の充実 

（４）生活衛生環境の充実 

（５）冬期生活環境の充実 

０２ 地域防災力の向上 

（１）耐震化の推進 

（２）防災意識の向上 

（３）防災体制の強化 

０３ 消防・救急の充実 

（１）消防組織体制の充実 

（２）救急体制の充実 

（３）火災予防対策の推進 
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政 策 取組の基本方針 

０５ 都市基盤 ０１ 市街地整備の推進 

（１）江別の顔づくり 

（２）公園整備の推進 

（３）市営住宅整備の推進 

（４）計画的な土地利用の推進 

（５）バリアフリーの街並みづくり 

（６）上下水道の整備 

（７）住みかえ支援の推進 

０２ 交通環境の充実 

（１）安全で快適な道路環境づくり 

（２）冬期間の交通の確保 

（３）公共交通の最適化 

０６ 子育て・教育 ０１ 子育て環境の充実 

（１）母子保健の充実 

（２）地域子育て支援の充実 

（３）未就学期児童への支援 

（４）学齢期児童への支援 

（５）療育支援の充実 

０２ 子どもの教育の充実 

（１）教育内容の充実 

（２）健康教育の充実 

（３）開かれた学校づくり 

（４）教育環境の充実 

（５）心のケアの充実 

（６）青少年健全育成活動の充実 

０７  生涯学習・文化 ０１ 生涯学習の充実 

（１）社会教育関連施設の充実 

（２）生涯学習支援体制の推進 

（３）生涯学習機会の充実 

０２ ふるさと意識の醸成と地域文化の創造 

（１）文化・芸術活動の育成・支援 

（２）文化・歴史遺産の保存と次世代への継承 

（３）れんがの保存と活用 

０３ 市民スポーツ活動の充実 

（１）スポーツ・レクリエーション機会の充実 

（２）スポーツ・レクリエーション活動の育成・支援 

（３）スポーツ・レクリエーション施設の充実 
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政 策 取組の基本方針 

０８  協働 ０１ 協働のまちづくりの推進 

（１）江別市自治基本条例の普及・啓発 

（２）市政への市民参加の拡大 

（３）コミュニティ活動の推進と相互連携 

（４）市民活動の推進と相互連携 

（５）大学との連携によるまちづくりの推進 

（６）友好都市等との交流の推進 

０２ 国際交流の推進 

（１）人材・団体の育成 

（２）国際理解の推進 

（３）在住外国人への情報提供の充実 

０９  計画推進 ０１ 自主・自立の市政運営の推進 

（１）基礎自治体機能の充実 

（２）計画行政の推進 

（３）政策形成能力の向上と効率的な組織体制の構築 

（４）広域連携の推進 

０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

（１）広聴の充実 

（２）広報の充実 

（３）情報公開の推進とプライバシーの保護 

０３ 男女共同参画による市政運営の推進 

（１）男女平等意識の醸成 

（２）男女共同参画の視点に立った政策の形成 
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まちづくり政策＜分野別の政策＞ 

政策０１ 自然・環境 

基本目標 きれいな空気、清らかな水、豊かな緑に恵まれた美しく住みよいえべつをめざ

します 

政策展開の方向性 

 江別市の豊かな自然や地域環境を次代に引き継いでいけるよう、地球温暖化対策、地域

環境の保全、水と緑の保全、ごみの減量化・資源化などへの課題に対応するとともに、市

民・事業者・行政との協働により環境保全に取り組み、安全で快適な生活環境づくりを進

めます。 

取組の基本方針 ０１－０１ 人と自然の共生 

０１－０２ 循環型社会の形成 

０１－０１ 人と自然の共生 

（１）地球環境の保全 

市民・事業者・行政が地球温暖化防止等に向けて、環境負荷の少ない、地球にやさ

しい生活・活動を行うことにより、地球環境の保全に努めます。 

（２）水と緑の保全 

市民・事業者・行政が協働して身近な緑の保全に努め、緑を育てる取組を進めると

ともに、河川や湖沼などがもたらす良好な自然環境を守ります。 

（３）安全な地域環境の保全 

大気、水質、騒音、悪臭などの環境問題に適切に対応するとともに、市民・事業者

へ情報を提供することにより、産業型公害や都市・生活型公害の発生を未然に防ぎ、

安全な地域環境を守ります。 

（４）再生可能エネルギーの推進 

再生可能エネルギーについて市民への浸透を図るとともに、導入手法等の啓発に努

めていくことで、再生可能エネルギーの利用を推進します。 

（５）環境教育・学習の推進 

環境についての学習の機会や情報の提供を通じて、市民・事業者が環境に対する責

任と役割を自覚し、環境保全のための取組の意欲と能力を高めます。 

０１－０２ 循環型社会の形成 

（１）ごみの減量化と適正な処理の推進 

市民・事業者・行政との協働により、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル）の３Ｒに取り組みやすい環境づくりや意識の啓発を行い、ご

みの発生量・排出量を減らすよう努めるとともに、収集・運搬・処理・処分について

効率的かつ適正に行い、安全・快適な生活環境をつくります。 
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（２）ごみ資源化の推進 

ごみ資源化の啓発や支援を通じて、市民・事業者それぞれが、再利用・再資源化に

対する意識の向上に努めることで、分別収集やリサイクルなど積極的にごみの資源化

を推進します。 

政策０２ 産業 

基本目標 地域特性を活かした産業が躍動するえべつをめざします 

政策展開の方向性 

 地域における活発な産業活動は、雇用を創出して活気のあるまちをつくります。 

北海道最大の都市である札幌市に隣接している立地を活かした都市型農業の推進、地域

の特性を活かし、産業間連携や産学官連携等による商工業の振興と新たな地域資源の掘り

起しによる観光振興などによって地域経済の活発化を図るとともに、新しい産業振興策の

展開に取り組みます。 

取組の基本方針 ０２－０１ 都市型農業の推進 

０２－０２ 商工業の振興 

０２－０３ 観光による産業の振興 

０２－０１ 都市型農業の推進 

（１）農業経営の安定化 

農業の担い手の育成・確保や法人化、経営規模の拡大、収益性の高い農産物の生産

などにより、生産性が高く安定した農業経営を推進します。 

（２）農畜産物の高付加価値化 

他産地との差別化を図り、江別特有の銘柄として売り込むために、産業間連携によ

り江別産農畜産物のブランド化やイメージアップを進め、高品質・高付加価値の商品

化をめざします。 

（３）次代へ引き継ぐ農村環境づくり 

減農薬などの環境保全効果の高い取組や土づくり・土地改良などにより、次代へ引

き継ぐ農村環境づくりを推進します。 

（４）地産地消の推進 

食材に対する安心感を育み、地元農業への理解を深めるために、生産者と消費者を

結びつける地産地消を推進します。 

０２－０２ 商工業の振興 

（１）食関連産業の振興 

大学・研究機関等との連携などにより、食品の研究開発や食関連産業の設備投資、

販路拡大活動等を促進して、食のまちづくりを進めます。 
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（２）産学官連携による新たな技術開発 

企業や大学・研究機関との連携などによる共同開発や共同研究を促進し、新たな技

術や新製品の開発を進めます。 

（３）企業立地の促進 

江別市の特性や優位性を十分に活かした立地環境の整備、企業ニーズを踏まえた支

援策の充実により、新規企業の立地を促進するとともに、既に立地している企業に対

しフォローアップを行うことで、企業の競争力を高め生産等の増加を促します。 

（４）中小企業の経営の充実 

経済関係団体等と連携し、地域産業の発展に結びつくように、中小企業の経営の充

実を進めます。 

（５）商店街の活性化 

商店街を取り巻く環境変化を捉えながら、地域特性を踏まえた個性的で魅力ある商

店街づくりを進め、地域住民の生活利便の向上や地域社会（コミュニティ）活動の拠

点としての機能を高めていきます。 

（６）就業環境の充実 

求職者に対する就業機会の確保や職務能力向上に向けた支援を行うことで、企業に

おける人材確保や求職者の職場適応を促し、経済・社会の変化に応じた就業環境の充

実を進めます。 

０２－０３ 観光による産業の振興 

（１）地域資源の発掘と活用 

豊かな自然環境や歴史的遺産のほか、市民とともに新たな観光資源を発掘し、江別

固有の地域資源としての活用を進めます。 

（２）観光・イベント情報の発信 

江別のまちを知ってもらい、江別市に来てもらえるように、様々な観光・イベント

情報や魅力的な地域資源などの情報発信を進めます。 

（３）江別ブランドの確立 

江別産品の情報発信により江別市のイメージアップを図り、独自の強みを活かしな

がら、物産と観光を融合した江別ブランドの確立を進めます。 

政策０３ 福祉・保健・医療 

基本目標 だれもが健康的に安心して暮らせるえべつをめざします 

政策展開の方向性 

全ての市民が生涯を通じて健康に過ごせるよう健康意識の向上と健康づくりの推進に努

め、病気や怪我をした際には、必要な治療が迅速かつ適切に受けられるよう地域医療体制

と市立病院経営の安定を図ります。 
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また、だれもが安心して生活できるよう保険・医療など社会保障制度の周知に努めると

ともに、制度の安定した運営を図ります。 

さらに、障がいのある方や高齢者が、地域でいきいきと自立した生活が送られるようサ

ービスの充実を図るとともに、市民の地域福祉に対する理解を深め、人材を確保すること

で、地域全体で支え合う体制づくりを推進します。 

取組の基本方針 ０３－０１ 地域福祉の充実 

０３－０２ 健康づくりの推進と地域医療の安定 

０３－０３ 障がい者福祉の充実 

０３－０４ 高齢者福祉の充実 

０３－０５ 安定した社会保障制度運営の推進 

０３－０１ 地域福祉の充実 

（１）地域福祉活動の推進 

社会福祉協議会とともに市民や自治会、福祉団体などと連携し、地域福祉活動を推

進することで、地域全体で支え合う体制づくりを進めます。 

（２）福祉意識の向上と人材の確保 

市民に対する啓発活動に努めることで、地域福祉に対する理解を深め、ボランティ

ア活動などに主体的に参加する人材の確保に努めます。 

０３－０２ 健康づくりの推進と地域医療の安定 

（１）健康増進活動の推進 

健康寿命を延ばし、だれもが健康で安心して暮らせるまちをめざして、市民が家庭、

学校、職域、地域などで、生涯を通して、積極的に健康づくりや健康増進のための活

動を実践、継続できるよう推進します。 

（２）疾病予防・重症化予防の促進 

食生活の改善や運動習慣の定着などにより、生活習慣病を予防するとともに、 健

康診査やがん検診の推進により、疾病の早期発見、早期治療に結びつけ、合併症や重

症化の予防に努めます。 

（３）地域医療体制と市立病院経営の安定 

安心して医療サービスが受けられるよう関係機関と連携を図り、救急医療体制の確

保や病診の連携などにより、地域医療体制の安定を図ります。 

市立病院では、診療体制の充実により収益の確保に努め、経営の健全化を推進します。 

０３－０３ 障がい者福祉の充実 

（１）自立的な社会参加の促進 

障がいにかかわらず、様々な場面での社会参加が可能となるよう、支援体制の充実

を図ります。 
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（２）地域生活への支援 

地域で安心して暮らすことができる生活の場を提供することで、自立した生活がで

きるよう支援の充実に努めます。 

（３）日常生活への支援 

自宅での日常生活へのサービスの提供を通じて、安心して暮らし続けることができ

るよう支援の充実に努めます。 

（４）日中活動・就労への支援 

日々の活動の機会提供を図り、自立に向けた訓練や仲間・地域との交流ができるよ

う支援の充実に努めます。また、教育・労働・福祉などの関係機関と連携し、福祉的

就労や一般就労などが実現できるよう支援の充実に努めます。 

０３－０４高齢者福祉の充実 

（１）地域交流と社会参加の促進 

豊富な人生経験を活かし住民同士や地域内の交流等を通じて、いきいきと活動的に

暮らす高齢者が増加するよう努めます。 

（２）介護予防と自立生活の支援 

高齢者の健康保持・増進のため、介護予防に取り組むとともに地域の支え合い体制

づくりを進め、自立した生活を送ることができるよう支援を進めます。 

（３）在宅福祉サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるように、住まい・医療・

介護・予防・生活支援の一体的な提供をめざすとともに、高齢者を介護する家族の負

担を軽減する適切なサービスの提供に努めます。 

（４）施設サービス機能の充実 

在宅生活が困難な要介護者が、施設で安心して生活を送ることができるように適切

なサービスの提供に努めます。 

０３－０５ 安定した社会保障制度運営の推進 

（１）生活困窮者への支援 

法律に基づく健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労支援事業の

充実等により、経済的に自立した生活を送れるように支援します。また、生活困窮者

自立支援制度では他の福祉制度等と連携し、相談や支援プランを通じた支援を進めま

す。 

（２）国民年金制度の啓発 

国民年金制度の啓発により、市民の国民年金への加入漏れや未納を減らし、受給の

権利が確保できるように努めます。 
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（３）国民健康保険制度の安定 

相互に支え合う国民健康保険制度への理解を深めることで、市民の健康増進による

医療費の適正化と国民健康保険税の収納率向上を図り、制度の安定運営に努めます。 

（４）後期高齢者医療制度の安定 

被保険者の健康の保持増進による医療費の適正化を図り、相互扶助で支えあう後期

高齢者医療保険制度を啓発し、保険料の収納率向上と制度の安定に努めます。 

政策０４ 安全・安心 

基本目標 だれもが安全で安心して暮らせるえべつをめざします 

政策展開の方向性 

交通安全や防犯活動の推進、生活衛生環境や冬季生活環境の充実などを通じて安全で快

適な社会環境を築いていくとともに、地域防災力の向上や消防・救急体制の充実を図るこ

とにより、災害に強く、だれもが末永く安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

取組の基本方針 ０４－０１ 安全な暮らしの確保 

        ０４－０２ 地域防災力の向上 

０４－０３ 消防・救急の充実 

０４－０１ 安全な暮らしの確保 

（１）交通安全の推進 

保育園・幼稚園児、及び小中学生等、各年齢階層に応じた交通安全教育を推進し、

交通安全の大切さや交通ルールを身に付けることによって、交通事故の防止を図りま

す。 

また、警察、道路管理者及び各種交通安全団体と連携した交通安全の啓発に努める

ことにより、市民に交通事故の撲滅を訴えかけていきます。 

（２）防犯活動の推進 

自主防犯活動団体と自治会等の防犯活動を支援するため、警察等の協力を得ながら、

情報提供の充実や団体相互の連携強化を推進していきます。 

また、警察及び各種防犯活動団体と連携して、防犯の啓発に努めることにより、防

犯活動の必要性について、市民意識の向上を図ります。 

（３）市民相談の充実 

市民の日常生活における悩みや問題の解決を図るため、市民相談をはじめとする各

種相談窓口の積極的な周知と利用の呼び掛けを行い、市民が気軽に生活に関して相談

できるようにします。また、市民に消費生活について正しい知識を提供することで、

消費者被害の未然防止を図ります。 

（４）生活衛生環境の充実 

まちの衛生や美観、安全が損なわれることを防止するため、ペットの適正な飼育に
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関する啓発活動、及び空き地の適正管理についての指導等を行い、市民が住みやすい

生活衛生環境の充実に努めていきます。また、空家等の発生抑制及び危険空家への対

応等により、安全で安心な生活環境の確保に努めます。 

（５）冬期生活環境の充実 

市民と行政、事業者との協働による雪対策に取り組み、安全で安心な冬期の生活環

境の充実に努めます。 

０４－０２ 地域防災力の向上 

（１）耐震化の推進 

指定避難所や防災拠点となる公共施設の耐震化を優先的に進め、より安全な避難場

所の確保や災害対応の強化を図っていくとともに、大規模店舗など多くの市民が利用

する建築物をはじめ、市内の建築物の耐震化を促進し、地震による被害を最小限に留

めます。 

（２）防災意識の向上 

防災に関する情報発信や防災あんしんマップの活用、防災訓練等を通じて、市民の

防災に対する意識を高めてもらうとともに、自分の命は自分で守る「自助」を基本と

し、災害時に適切な行動ができるようにします。 

また、いつ起こるかわからない災害に対応するため、地域での連携を緊密にして、

減災対策の充実に努めていきます。 

（３）防災体制の強化 

各種の自然災害等に対応するため、行政・市民・関係機関等が一体となって防災体

制を構築します。 

また、国民保護法に基づき、緊急事態等において、市民の避難や救援等の措置を的

確かつ迅速に実施できるようにします。 

治水対策については、河川、調整池、排水機場をはじめとした施設の機能維持や整

備を図り、危険な箇所を減らし市民が安全に暮らせるようにします。 

０４－０３ 消防・救急の充実 

（１）消防組織体制の充実 

近年の複雑多様化する消防需要に対応するため、将来を見据えた人材の育成と組織

の強化をめざすとともに、市民や関係団体等との連携を深めるなど、大規模災害時へ

の対応力の充実を図ります。 

また、地域防災活動拠点として必要となる消防施設等の計画的整備を進めます。 

（２）救急体制の充実 

高齢化社会の進展等に伴い増加する救急需要へ対応するため、需要の分析と調査を

行い救急隊の効率的な運用等の検討と救急業務の高度化や救急車適正利用の啓発を推

進します。また、市民への情報提供に努め情報の共有化を図るとともに、地域医療機

関や関係部局等と連携した救急体制の充実強化を図ります。 
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（３）火災予防対策の推進 

火災予防運動をはじめとする防火思想の普及、放火をされない環境づくりや住宅用

火災警報器の設置促進及び適正な維持管理など、住宅防火対策を推進し、火災による

被害の軽減を図ります。また、地域の防火・防災力の向上のために民間防火組織の育

成強化を図ります。 

政策０５ 都市基盤 

基本目標 暮らしやすさを実感できるえべつに向けて都市基盤の形成をめざします 

政策展開の方向性 

市民が暮らしやすく、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

駅を中心としたにぎわいのある拠点を創出し、子どもから高齢者、障がいのある方まで

だれもが安心して過ごすことのできる計画的な市街地整備の推進や、安全で快適な道路環

境の確保と公共交通の活性化などによる交通環境の充実によって、暮らしやすさを実感で

きるまちに向けた都市基盤の形成を進めます。 

取組の基本方針 ０５－０１ 市街地整備の推進 

０５－０２ 交通環境の充実 

０５－０１ 市街地整備の推進 

（１）江別の顔づくり 

にぎわいのある都心づくりをめざして、土地区画整理事業や街路事業等による総合

的な市街地整備や、地元活性化協議会等との連携による地域活性化の支援、環境に配

慮したまちづくりなどを一体的に進めます。 

（２）公園整備の推進 

子育て世代をはじめ、高齢者など、幅広い世代に利用してもらえるよう、市民との

協働による公園の再整備等、だれもが憩える公園を増やしていきます。 

また、公園施設の改築や更新等を計画的に進め、安全性の確保を図っていきます。 

（３）市営住宅整備の推進 

住宅困窮者に対するセーフティネットとして、市営住宅を整備することにより、子

育て世帯や高齢者、障がいのある方にも、安心して快適に暮らすことができる住宅を

供給します。 

（４）計画的な土地利用の推進 

現在の市街地規模を基本とし、様々な都市機能が集積する鉄道駅周辺を中心に、そ

れぞれの地域と連携を図るコンパクトなまちづくりの考えのもと、計画的な土地利用

を推進します。 

（５）バリアフリーの街並みづくり 

公共施設や街路のバリアフリー化を進め、高齢者や障がいのある方など、すべての
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人に優しい街並みづくりをめざします。 

（６）上下水道の整備 

水源の確保と水道施設の適切な維持管理による安心で良質な水道水の安定供給を行

い、地震に強い施設の構築をめざします。 

また、下水道施設の適切な維持管理と計画的な雨水管整備による衛生的で快適な生活

環境の確保と浸水の防除を図るとともに、循環型社会の構築へ貢献します。 

（７）住みかえ支援の推進 

住みかえ支援や空家等の利活用などにより、住みやすい住環境づくりを進め、高齢

者の市内居住維持と子育て世代の定住化をめざします。 

０５－０２ 交通環境の充実 

（１）安全で快適な道路環境づくり 

安全で快適な道路環境を保ち、利用者が安心して通行できる道路環境づくりを進め

ていきます。 

（２）冬期間の交通の確保 

除排雪などにより道路交通の確保を図り、行政と市民、事業者が協働して冬季の安

全な道路環境づくりを進めていきます。 

（３）公共交通の最適化 

駅を中心とする交通網を基本とし、地域の実情に即した持続可能な公共交通の形成

を推進します。 

政策０６ 子育て・教育 

基本目標 未来のえべつを支える元気で情操豊かな子どもたちの育成をめざします 

政策展開の方向性 

子育て環境を充実させることにより、安心して子どもを産み育てられ、就業と子育ての

両立もできるまちをつくります。 

教育では、子どもたちが多様で変化の激しい社会を生き抜いていく力を養成することに

主眼をおき、個性を尊重しつつ確かな学力の定着に努めます。安全で安心な教育環境の下

で地域社会全体が連携し、次代を担う心身ともに健康な子どもたちを育てます。 

取組の基本方針 ０６－０１ 子育て環境の充実 

        ０６－０２ 子どもの教育の充実 

０６－０１ 子育て環境の充実 

（１）母子保健の充実 

妊産婦、乳幼児の健康管理のため、健診や相談を通じて、母性の保護と子どもの健

やかな成長を図ります。また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供

する体制を整えます。 
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（２）地域子育て支援の充実 

子育ての負担を軽減するため、支援を必要とする子育て家庭に対して、関係機関が

連携しながら切れ目のない支援の実施に努め、地域全体で子育てする環境づくりを進

めます。 

また、親子が集える交流やあそびの場を提供し、子育てに関連する情報の提供や相

談対応を充実させることで、子育て世代の交流を促し、子育てに関する不安の解消に

努めます。 

（３）未就学期児童への支援 

未就学期の多様な子育てニーズに対応するため、良質な幼児教育や保育を受ける機

会を提供するとともに、働きながら安心して子育てできる環境づくりを進めます。 

（４）学齢期児童への支援 

学齢期の健やかな成長を助長するため、児童の自主性を尊重した運営や地域の人た

ちとの交流等の放課後活動を推進します。 

また、児童が放課後を安心、安全に過ごすことができ、保護者が就業と子育てを両

立できる放課後対策の推進に努めます。 

（５）療育支援の充実 

関係機関との連携体制の充実を図るとともに、子どもの発達に関する相談や通所に

よる支援などを通じて、発達に関する不安を軽減し、早い時期から療育が受けられる

体制の充実を進めます。 

０６－０２ 子どもの教育の充実 

（１）教育内容の充実 

子どもたちが変化の激しい社会の中で生きていく力を身に付けるため、一人ひとり

の個性に応じたきめ細やかな教育が受けられるようにします。 

また、障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な支援が受けら

れるようにします。 

（２）健康教育の充実 

望ましい生活習慣や食習慣を身に付けたり、運動に親しむことによって、健康の大

切さを認識し、心身ともに健康な子どもたちを育成します。 

（３）開かれた学校づくり 

学校、家庭、地域が連携・協力して、開かれ、信頼される学校づくりを進めること

により、地域全体で子どもたちを健やかに育めるようにします。 

（４）教育環境の充実 

時代の変化に対応した特色ある教育活動の展開に対応するとともに、子どもたちに

とって安全で快適な学習・生活環境を整えるため、学校施設・設備の整備充実に努め
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ます。 

（５）心のケアの充実 

青少年や保護者が悩みを相談する場を充実させるとともに、児童・生徒が抱える様々

な問題の解決に向けた支援を進め、心身ともに健康な生活を送れるようにします。 

（６）青少年健全育成活動の充実 

体験活動やボランティア活動などの地域教育を通じて、次代を担う青少年を社会全

体で見守り、青少年の健全育成をめざします。 

政策０７ 生涯学習・文化 

基本目標 心の豊かさを実感できる成熟した生涯学習のまち・えべつの実現をめざします 

政策展開の方向性 

 市民が生涯にわたって、学習・文化活動・スポーツを気軽に行える場を提供し、市民が

心身ともに健やかで充実した生活を営めるようにします。また、長い歴史を持つれんが産

業や文化・歴史遺産を通じて、市民のふるさと意識の醸成を図ります。 

取組の基本方針 ０７－０１ 生涯学習の充実 

０７－０２ ふるさと意識の醸成と地域文化の創造 

０７－０３ 市民スポーツ活動の充実 

０７－０１ 生涯学習の充実 

（１）社会教育関連施設の充実 

公民館などの既存施設の整備や図書館資料の充実により、生涯学習に取り組む市民

や団体により良い学習環境を提供します。 

（２）生涯学習支援体制の推進 

生涯学習に関する情報の提供や支援を行い、自主的に生涯学習に取り組むことので

きる環境づくりの促進を図ります。 

（３）生涯学習機会の充実 

市民のニーズに配慮した多様な生涯学習機会を提供することにより、市民の学習意

欲を喚起し、主体的な社会参画を促します。 

０７－０２ ふるさと意識の醸成と地域文化の創造 

（１）文化・芸術活動の育成・支援 

文化事業への補助や支援により、市民が質の高い芸術文化に親しむ機会を増やすと

ともに、幅広い文化・芸術活動の場を提供します。 

（２）文化・歴史遺産の保存と次世代への継承 

江別市の文化財や歴史遺産を調査・保存するとともに、市民に知ってもらう取組を

工夫し、後の世代に正しく継承し、活用します。 
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（３）れんがの保存と活用 

市内に点在するれんが建造物の保存活用を図り、街並みや生活空間にれんがを取り

入れ、れんがに触れ親しむ機会を創ることにより、道内で唯一れんがを生産している

まちとしての市民意識の醸成を図ります。 

 ０７－０３ 市民スポーツ活動の充実 

（１）スポーツ・レクリエーション機会の充実 

スポーツ関連団体や体育施設等の施設管理者等との連携により、スポーツ・レクリ

エーション大会や講座の充実を図り、幅広い年齢層に対応したスポーツ・レクリエー

ション活動を提供します。 

また、スポーツ合宿誘致に取り組み、合宿参加選手との交流を通して、市民スポー

ツの推進を図ります。 

（２）スポーツ・レクリエーション活動の育成・支援 

地域やスポーツ関連団体との連携により、指導者の養成を推進し、市民が行うスポ

ーツ・レクリエーション活動の支援に努めます。 

（３）スポーツ・レクリエーション施設の充実 

各種体育施設の計画的補修及び改修を進め、その機能整備に努めるとともに、市内

小中学校との連携により体育施設の活用を図るなど、市民の行うスポーツ・レクリエ

ーション活動の環境を整備します。 

政策０８ 協働 

基本目標 市民や各種団体など多様な主体が、協働でまちづくりに取り組むえべつをめざ

します 

政策展開の方向性 

江別市自治基本条例の理念に基づき、市政への市民参加を進めるとともに、市民、自治

会、市民活動団体、企業、大学などの各種団体と連携して魅力ある協働のまちづくりを推

進します。また、グローバルな視点に立ち、人材・団体の育成を進め、在住外国人とも協

力し合うなど、国際交流を推進します。 

取組の基本方針 ０８－０１ 協働のまちづくりの推進 

０８－０２ 国際交流の推進 

０８－０１ 協働のまちづくりの推進 

（１）江別市自治基本条例の普及・啓発 

市民及び市が、それぞれの役割と責務を理解してまちづくりを進めていけるよう、

江別市自治基本条例の普及・啓発を行います。 

（２）市政への市民参加の拡大 

江別市自治基本条例の理念にのっとり、より良いまちづくりを行うため、江別市市
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民参加条例に基づき、常に市民ニーズに合った手法を工夫するなど、市政への市民参

加の拡大に努めます。 

（３）コミュニティ活動の推進と相互連携 

自治会との連携の下、市民の自治会活動に対する参加意識を促進し、地域住民の協

働意識と連帯感を高め、コミュニティ活動を活発にします。 

（４）市民活動の推進と相互連携 

市民主体によるまちづくりの推進をめざし、ＮＰＯやボランティア団体などによる

市民活動を推進するとともに、団体と行政が相互に連携しながら、市民協働によるま

ちづくりを進めます。 

（５）大学との連携によるまちづくりの推進 

「江別市・大学・江別商工会議所による包括連携・協力に関する協定書」に基づき、

大学それぞれの得意分野を活かし、様々な分野で連携しながらまちづくりや地域課題

の解決に取り組みます。 

（６）友好都市等との交流の推進 

友好都市である土佐市と教育・文化・経済・防災など様々な分野での交流を通じ、

両市の親善を深め、地域の振興・活性化を推進します。 

０８－０２ 国際交流の推進 

（１）人材・団体の育成 

外国人と良好なコミュニケーションを図り、国際交流の架け橋となる人材や国際交

流に積極的に関わっている団体の育成を促進することにより、国際交流を推進します。 

（２）国際理解の推進 

姉妹都市であるグレシャム市との交流活動や、市民や各種団体が行っている国際交

流活動などにより、市民に外国の異文化に触れる機会を持ってもらうことで、市民の

国際理解の推進に努めます。 

（３）在住外国人への情報提供の充実 

市内在住の外国人が生活する上で、必要な情報を提供し、言葉や生活習慣が異なる

環境においても、安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

政策０９ 計画推進 

基本目標 透明性が高く、効率的で公平な市政運営を行い、着実に計画を推進します 

政策展開の方向性 

効率的な行政サービスの執行と健全な財政の確保により、市の基礎自治体としての機能

を充実させ、自主・自立の市政運営を推進します。また、市政の透明性を確保するととも

に、市民と市の情報共有を図るため、広報広聴の充実を図り、情報公開や個人情報保護制

度を適正に運用します。 
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さらに、男女共同参画による市政運営を推進するために、男女平等意識の醸成に努めま

す。 

取組の基本方針 ０９－０１ 自主・自立の市政運営の推進 

０９－０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

０９－０３ 男女共同参画による市政運営の推進 

０９－０１ 自主・自立の市政運営の推進 

（１）基礎自治体機能の充実 

質の高い市民サービスを提供するため、常に行政の役割や運営などについて必要な

見直しを行い、不断のコスト削減と自主財源の増加を図って健全で安定した財政基盤

を確保することにより、市民に最も身近な基礎自治体として機能の充実を図ります。 

（２）計画行政の推進 

行政評価システムを活用した、Ｐ（Plan・計画）Ｄ（Do・実行）Ｃ（Check・評価）

Ａ（Action・改善）サイクルの進行管理により、環境の変化に柔軟に対応し、総合計

画を効果的に推進します。 

（３）政策形成能力の向上と効率的な組織体制の構築 

地方分権等の行政環境の変化に伴う政策課題に対し、スピード感を持って、的確に

対応するための職員の政策形成能力向上を図るとともに、限られた人的資源を最大限

に活かすための効率的な組織体制づくりを進めます。 

（４）広域連携の推進 

近隣自治体と連携し広域的な行政サービスに取り組むとともに、情報の共有化を進

め、課題解決をめざします。 

０９－０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

（１）広聴の充実 

様々な機会を通じて、市民が市政に対する意見を提案しやすい環境づくりを進め、

市民ニーズを的確に把握するとともに、市政への反映に努めます。 

（２）広報の充実 

シティプロモートにより、江別市の魅力や特徴的な取組を広く発信するとともに、

江別市が提供する情報を市民が様々な手段によって入手しやすい環境を整備し、広報

を通じた情報共有を推進します。 

（３）情報公開の推進とプライバシーの保護 

江別市が保有する情報を広く公開するとともに、個人情報については適正な管理の

もと情報の保護を図ります。 
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０９－０３ 男女共同参画による市政運営の推進 

（１）男女平等意識の醸成 

家庭、職場、地域等あらゆる場面において性別による不利益が生じないよう啓発を

行い、市民の男女平等意識を醸成します。 

（２）男女共同参画の視点に立った政策の形成 

男女共同参画が、多様化、複雑化する行政課題に対応するための重要な視点の一つ

であることを意識し、男女共同参画の視点に立った政策の形成を図ります。
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